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「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案の公表について 

 

コメントの募集 

日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係

４団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」（以下、「委

員会」という。）は、「中小企業の会計に関する指針（以下、「中小会計指針」という。）」につ

いて、平成 22 年の「非上場会社の会計基準に関する懇談会 報告書(平成 22 年 8 月 30 日)」及

び「中小企業の会計に関する研究会 中間報告書（平成 22 年 9 月 30 日）」の内容を踏まえて、

見直しを行いました。この度、委員会において、平成 24 年改正に係る公開草案が承認されま

したので、本日公表いたします。 

今般の中小会計指針の改正では、会計処理のあり方自体の変更はなく、「非上場会社の会計

基準に関する懇談会 報告書」及び「中小企業の会計に関する研究会 中間報告書」の提言内

容を踏まえて、平易な表現に改める等経営者にとって利用しやすいものとすることを目的とし

て見直しを行っております。 

本公開草案の公表は、広くコメントをいただくことを目的とするものです。コメントは、平

成 24 年 12 月 14 日（金）までに、原則として電子メールにより、下記のいずれかの団体へお

寄せください。なお、個々のコメントについては直接回答しないこと、コメントを各団体のホ

ームページ等で公開する予定があること、氏名又は名称が付されていないコメントは有効なも

のとして取り扱わないことを、あらかじめご了承ください。 

＊ 本公開草案の全文は、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員

会のそれぞれのホームページに掲載しています。 

 

記 

○ sme@nichizeiren.jp 日本税理士会連合会 http://www.nichizeiren.or.jp/ 

（お問い合わせ先 石田：03-5435-0931） 

○ sme@jicpa.or.jp    日本公認会計士協会 http://www.jicpa.or.jp/ 
（お問い合わせ先 小浦：03-3515-1160） 

○ sme@jcci.or.jp     日 本 商 工 会 議 所 http://www.jcci.or.jp/ 

（お問い合わせ先 山内：03-3283-7843） 

○ sme@asb.or.jp      企業会計基準委員会 http://www.asb.or.jp/ 

（お問い合わせ先 村田：03-5510-2774） 

以  上
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